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上越市障害者日常生活用具給付事業実施要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第７７条第１項に規定する地域生活支援事業

の一つとして、重度の障害者及び障害児の日常生活における便宜を図ることを目的に実施

する日常生活用具（以下「用具」という。）の給付に関し、必要な事項を定めるものとす

る。 

（用具の種類等） 

第２条 給付を行う用具の種類、対象障害者等、耐用年数、基準額等は、別表第１に定める

とおりとする。 

（給付対象者） 

第３条 用具の給付を受けることができる人（以下「給付対象者」という。）は、次の各号の

いずれにも該当する人とする。 

(1) 市内に住所（住所を有しない場合又は住所が明らかでない場合は、居所）を有するこ

と。 

(2) 別表第１に掲げる用具の種類の区分に応じ、同表の対象障害者等の欄に定める人のう

ち在宅の障害者又は障害児であること。ただし、T字状又は棒状のつえ、頭部保護帽、情

報・通信支援用具、点字器、人工喉頭、ストマ用装具、紙おむつ等及び収尿器にあって

は、医療機関に入院し、又は施設に入所している障害者及び障害児を含むものとする。 

(3) 次に掲げる給付対象者の区分に応じ、次に定める人に係る市民税の所得割の額（次条

第２項の規定による給付の決定を受けた日の属する年度（当該日が４月から６月までの

場合にあっては、前年度）における市民税の所得割の額（上越市市税条例（昭和４６年上

越市条例第７７号）附則第５条の３の規定により市民税の住宅借入金等特別税額控除の

適用を受ける場合にあっては、その適用前の市民税の所得割の額）をいう。以下同じ。）

が４６万円未満であること。ただし、点字図書にあっては、この限りでない。 

ア 障害児 当該障害児の属する世帯の世帯員のうち市民税の所得割の額が最も多い人 

イ 障害者 当該障害者及びその同一の世帯に属する配偶者のうち市民税の所得割の額

の多い人 

２ 前項の規定にかかわらず、介護保険法（平成９年法律第１２３号）その他の法律及び制

度により、前条に規定する用具に相当する物品又はその費用の給付を受けることができる

人は、給付対象者としない。 

（交付申請等） 
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第４条 給付対象者（障害児の場合にあっては、その保護者）は、用具の給付を受けようと

するときは、日常生活用具給付申請書（第１号様式）に用具の給付に係る見積書（難病患

者等にあっては、見積書及び医師の診断書（第２号様式））を添えて、市長に提出しなけれ

ばならない。 

２ 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、給付の可否を決定したと

きは、日常生活用具給付決定通知書（第３号様式）又は日常生活用具給付却下通知書（第

４号様式）により通知するとともに、給付の決定をしたときは、日常生活用具給付券（第

５号様式。以下「給付券」という。）を交付するものとする。 

３ 市長は、前項の審査を行う際に給付の可否、内容等の判断が困難である場合は、法第２

２条第２項に規定する身体障害者更生相談所等に助言を求めるものとする。 

（変更の届出等） 

第５条 前条第２項の規定により給付の決定（以下「給付決定」という。）を受けた人（以下

「給付決定者」という。）は、交付を受けた給付券に記載された内容に変更があったとき

は、日常生活用具給付券変更届（第６号様式）に給付券を添えて、市長に届け出なければ

ならない。 

２ 給付決定者は、給付券を破損し、汚損し、又は滅失したときは、日常生活用具給付券／

破損／汚損届／滅失／（第７号様式）により市長に届け出なければならない。この場合に

おいて、当該給付券を破損し、又は汚損した場合にあっては、給付券を添えて届け出なけ

ればならない。 

３ 市長は、前２項の規定による届出があったときは、速やかに給付券を再交付するものと

する。 

（決定の取消し） 

第６条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、給付決定を取り消すことができる。 

(1) 給付決定に係る障害者又は障害児が死亡したとき。 

(2) 給付決定に係る障害者又は障害児が第３条に定める要件に該当しなくなったと認め

るとき。 

(3) 給付決定者が偽りその他不正の行為により給付決定を受けたと認めるとき。 

（給付の方法） 

第７条 市長は、用具の給付を行うときは、用具を取り扱う業者（以下「業者」という。）に

委託して行うものとする。 

（費用の負担） 

第８条 給付決定者は、用具（点字図書を除く。以下この項において同じ。）の給付を受けた
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ときは、給付券を添えて、当該用具の給付に要した費用（以下「費用」という。）の１００

分の１０に相当する額を給付を行った業者に支払うものとする。ただし、費用が別表第１

に定める基準額を超える場合にあっては、当該基準額の１００分の１０に相当する額と費

用から当該基準額を減じて得た額との合計額を支払うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、給付決定者が支払うべき額の１月における合計額が別表第２

の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める負担上限月額を超える場合は、当該給付

決定者が１月において支払うべき額は、当該負担上限月額を限度とする。 

３ 市長は、給付決定者が前項の負担上限月額を支払うことにより、生活保護法（昭和２５

年法律第１４４号）に定める保護（以下「保護」という。）が必要な状態になると認めると

きは、保護を必要としない区分となるまで別表第２に定める当該給付決定者に係る負担上

限月額の区分を変更することができる。 

４ 給付決定者は、点字図書の給付を受けようとするときは、給付券を添えて、当該点字図

書が点字により作成されていない場合の一般図書の販売価格に相当する額を給付を行った

業者に支払うものとする。 

（請求） 

第９条 給付を行った業者は、給付決定者から交付された給付券に必要事項を記入の上、市

長が別に定める請求書に当該給付券を添えて、費用から前条の規定により給付決定者が支

払った額を減じて得た額（以下「公費負担額」という。）を請求するものとする。 

（用具の使用上の注意等） 

第１０条 用具の給付を受けた人（以下「利用者」という。）は、用具を給付の目的に反して

使用してはならない。 

２ 市長は、利用者がその給付の目的に反して使用したと認めるときは、公費負担額の全部

又は一部を償還させることができる。 

（用具の再給付） 

第１１条 市長は、利用者がこの要綱に基づく用具の給付（廃止前の上越市日常生活用具の

給付及び貸与に関する規則（平成１２年上越市規則第２１号）に基づく用具の給付を含む。）

を受けた場合で、当該給付に係る用具が別表第１に定める耐用年数を経過していないとき

は、当該用具と同一の種類の用具については再給付を行わないものとする。ただし、利用

者の責めに帰することのできない理由により修理又は使用が困難となった場合その他市長

が特に必要と認める場合は、この限りでない。 

（給付台帳の整備） 

第１２条 市長は、用具の給付の状況を明らかにするため、日常生活用具給付台帳（第８号
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様式）を整備するものとする。 

（その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この要綱は、平成１９年１１月２日から実施する。 

附 則 

（実施期日） 

１ この要綱は、平成２０年７月１日から実施する。 

（適用区分） 

２ 改正後の上越市障害者日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、この要綱の実施の日以

後に決定のある用具の給付について適用し、同日前に決定のあった用具の給付については、

なお従前の例による。 

附 則 

この要綱は、平成２１年１０月５日から実施する。 

附 則 

（実施期日） 

１ この要綱は、平成２２年４月１日から実施する。 

（経過措置） 

２ 改正後の上越市障害者日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、この要綱の実施の日以

後に申請のある用具の給付について適用し、同日前に申請のあった用具の給付については、

なお従前の例による。 

３ この要綱の実施の際現に交付され、又は保有している改正前の第１号様式及び第２号様

式は、当分の間、適宜、適切な修正を加えて、改正後の第１号様式及び第２号様式に相当

する様式として使用することができる。 

附 則 

（実施期日） 

１ この要綱は、平成２３年４月１日から実施する。 

（経過措置） 

２ 改正後の別表の規定は、この要綱の実施の日以後に申請のある用具の給付について適用

し、同日前に申請のあった用具の給付については、なお従前の例による。 

３ この要綱の実施の際現に交付され、又は保有している改正前の上越市障害者日常生活用

具給付事業実施要綱に規定する様式は、当分の間、適宜、適切な修正を加えて、改正後の
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上越市障害者日常生活用具給付事業実施要綱に規定する様式の相当する様式として使用す

ることができる。 

附 則 

（実施期日） 

１ この要綱は、平成２３年８月３１日から実施する。 

（経過措置） 

２ この要綱の実施の際現に交付され、又は保有している改正前の第１号様式は、当分の間、

適宜、適切な修正を加えて、改正後の第１号様式に相当する様式として使用することがで

きる。 

附 則 

（実施期日） 

１ この要綱は、平成２４年４月１日から実施する。 

（経過措置） 

２ この要綱の実施の際現に交付され、又は保有している改正前の第１号様式は、当分の間、

適宜、適切な修正を加えて、改正後の第１号様式に相当する様式として使用することがで

きる。 

附 則 

（実施期日） 

１ この要綱は、平成２５年４月１日から実施する。 

（上越市難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱の廃止） 

２ 上越市難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱（平成１１年４月１日実施）は、廃止

する。 

（経過措置） 

３ この要綱の実施の際現に交付され、又は保有している改正前の上越市障害者日常生活用

具給付事業実施要綱に規定する様式は、当分の間、適宜、適切な修正を加えて、改正後の

上越市障害者日常生活用具給付事業実施要綱に規定する様式の相当する様式として使用す

ることができる。 

附 則 

この要綱は、平成２６年１０月１日から実施する。 

附 則 

（実施期日） 

１ この要綱は、平成２８年１月１日から実施する。 
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（経過措置） 

２ この要綱の実施の際現に交付され、又は保有している改正前の第１号様式は、当分の間、

適宜、適切な修正を加えて、改正後の第１号様式に相当する様式として使用することがで

きる。 

附 則 

（実施期日） 

１ この要綱は、平成２８年４月１日から実施する。 

（経過措置） 

２ この要綱の実施の際現に交付され、又は保有している改正前の第３号様式は、当分の間、

適宜、適切な修正を加えて、改正後の第３号様式に相当する様式として使用することがで

きる。 

附 則 

（実施期日） 

１ この要綱は、平成３０年４月１日から実施する。 

（適用区分） 

２ 改正後の別表第１の規定は、この要綱の実施の日以後に決定のある用具の給付について

適用し、同日前に決定のあった用具の給付については、なお従前の例による。 

附 則 

この要綱は、令和３年７月２１日から実施する。 

附 則 

（実施期日） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から実施する。 

（経過措置） 

２ この要綱の実施の際現に交付され、又は保有している改正前の上越市障害者日常生活用

具給付事業実施要綱に規定する様式は、当分の間、適宜、適切な修正を加えて、改正後の

上越市障害者日常生活用具給付事業実施要綱に規定する様式の相当する様式として使用す

ることができる。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から実施する。 

別表第１（第２条、第３条、第８条、第１１条関係） 

用具の種類 対象障害者等 耐 用 年 基準額 摘要 
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数 

介

護・

訓練

支援

用具 

特殊寝 

台 

1 身体障害者手帳の交付

を受け、その障害（下肢

又は体幹機能障害に限

る。）の程度が2級以上の

人であって、満18歳以上

の人 

2 難病患者等で寝たきり

の状態にある人 

8年 154,000円腕、脚等の訓練がで

きる器具を備え、使

用者の頭部及び脚部

の傾斜角度を個別に

調整できる機能を有

するもの 

特殊マ 

ット 

1 身体障害者手帳の交付

を受け、その障害（下肢

又は体幹機能障害に限

る。）の程度が1級（満18

歳未満の人にあっては、

2級を含む。）の人又は児

童相談所若しくは知的

障害者更生相談所にお

いて知的障害児（者）（以

下「知的障害者等」とい

う。）として判定され障

害の程度が重度若しく

は最重度である人（常時

介護を要する人に限

る。） 

2 難病患者等で寝たきり

の状態にある人 

5年 19,600円褥 瘡
じょくそう

の防止又は失

禁等による汚染又は

損耗を防止できる機

能を有するもの 

特殊尿 

器 

1 身体障害者手帳の交付

を受け、その障害（下肢

又は体幹機能障害に限

る。）の程度が1級の人

（常時介護を要する人

5年 67,000円尿が自動的に吸引さ

れるもの 
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に限る。） 

2 難病患者等で自力で排

尿できない人 

入浴担 

架 

身体障害者手帳の交付を

受け、その障害（下肢又は

体幹機能障害に限る。）の

程度が2級以上の人（入浴

に当たり、家族等の介助を

要する人に限る。） 

5年 82,400円障害児（者）（以下「障

害者等」という。）を

担架に乗せたままリ

フト装置により入浴

させるもの 

体位変換

器 

1 身体障害者手帳の交付

を受け、その障害（下肢

又は体幹機能障害に限

る。）の程度が2級以上の

人（下着交換等に当た

り、家族等の介助を要す

る人に限る。） 

2 難病患者等で寝たきり

の状態にある人 

5年 15,000円 

移動用 

リフト 

1 身体障害者手帳の交付

を受け、その障害（下肢

又は体幹機能障害に限

る。）の程度が2級以上の

人 

2 難病患者等で下肢又は

体幹機能に障害のある

人 

4年 159,000円天井走行型リフトそ

の他設置に当たり、

住宅改修を伴うもの

を除く。 

訓練椅子 身体障害者手帳の交付を

受け、その障害（下肢又は

体幹機能障害に限る。）の

程度が2級以上の人であっ

て、満18歳未満の人 

5年 33,100円テーブルが附属して

いるもの 
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訓練用 

ベッド 

1 身体障害者手帳の交付

を受け、その障害（下肢

又は体幹機能障害に限

る。）の程度が2級以上の

人であって、満18歳未満

の人 

2 難病患者等で下肢又は

体幹機能に障害のある

人 

8年 159,200円腕又は脚の訓練がで

きる器具を備えたも

の 

自立

生活

支援

用具 

入浴補 

助用具 

1 身体障害者手帳の交付

を受け、下肢又は体幹機

能に障害を有している

ため入浴に介助を必要

とする人 

2 難病患者等で入浴に介

助を要する人 

8年 90,000円設置に当たり、住宅

改修を伴うものを除

く。 

便器 1 身体障害者手帳の交付

を受け、その障害（下肢

又は体幹機能障害に限

る。）の程度が2級以上の

人 

2 難病患者等で常時介助

を必要とする人 

8年 便器 

4,450円

手すり 

5,400円

手すりを付けること

ができるもの（満18

歳未満については、

手 す り 付 き に 限

る。）。ただし、取替

えに当たり住宅改修

を伴うものを除く。 

T字状又

は棒状の

つえ 

身体障害者手帳の交付を

受け、肢体に比較的軽度な

障害を有しているが当該

用具の使用により歩行機

能が補完される人 

3年 木材製 

2,310円

軽金属製 

3,150円

（ただし、夜光材付

とした場合は 

430円、全面夜光材付

とした場合は1,260
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円、外装に白色又は

黄色ラッカーを使用

した場合は280円を

それぞれ加えた額と

する。） 

移動・移

乗支援用

具 

1 身体障害者手帳の交付

を受け、平衡機能又は下

肢若しくは体幹機能に

障害を有し、家庭内の移

動等において介助を必

要とする人 

2 難病患者等で下肢が不

自由な人 

8年 60,000円転倒予防、立ち上が

り動作又は移乗動作

の補助、段差解消等

の機能を有するも

の。ただし、設置に当

たり、住宅改修を伴

うものを除く。 

頭部保護

帽 

身体障害者手帳若しくは

精神障害者保健福祉手帳

の交付を受けている人又

は児童相談所若しくは知

的障害者更生相談所にお

いて知的障害者等として

判定され障害の程度が重

度若しくは最重度である

人であって、てんかんの発

作等による転倒で頭部を

強打するおそれのある人 

3年 スポンジ及び革を主

材料に製作されたも

の 

15,660円

スポンジ、革及びプ

ラスチックを主材料

に製作されたもの 

37,860円

（ただし、基準額は、

オーダーメイドによ

る製品に適用するも

のとし、レディメイ

ドによる製品につい

ては、基準額の80％

の範囲内の額とす

る。） 

ヘルメット型で、転

倒の際に頭部を保護

できるもの 

特殊便器 1 身体障害者手帳の交付

を受け、その障害（上肢

8年 151,200円足踏みペダルで温水

及び温風が出るも
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障害に限る。）の程度が

2級以上の人又は児童相

談所若しくは知的障害

者更生相談所において

知的障害者等として判

定され障害の程度が重

度若しくは最重度であ

る人であって、訓練を行

っても自ら排便後の処

理が困難な人 

2 難病患者等で上肢機能

に障害のある人 

の。ただし、取替えに

当たり住宅改修を伴

うものを除く。 

火災警報

器 

身体障害者手帳の交付を

受け、その障害の程度が2

級以上の人又は児童相談

所若しくは知的障害者更

生相談所において知的障

害者等として判定され障

害の程度が重度若しくは

最重度の人であって、火災

発生の感知及び火災発生

時の避難が著しく困難な

人（当該者のみの世帯及び

これに準ずる世帯である

場合に限る。） 

8年 15,500円室内の火災を煙又は

熱により感知し、音

又は光を発すること

により屋外に知らせ

ることができるもの 

自動消火

器 

身体障害者手帳の交付を

受け、その障害の程度が2

級以上の人、児童相談所若

しくは知的障害者更生相

談所において知的障害者

等として判定され障害の

8年 28,700円室内の温度の異常上

昇又は炎の接触で自

動的に消火液を噴射

し、初期火災を消火

することができるも

の 
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程度が重度若しくは最重

度の人又は難病患者等で

あって、火災発生の感知及

び火災発生時の避難が著

しく困難な人（当該者のみ

の世帯及びこれに準ずる

世帯である場合に限る。）

電磁調理

器 

身体障害者手帳の交付を

受け、その障害（視覚障害

に限る。）の程度が2級以上

の人又は児童相談所若し

くは知的障害者更生相談

所において知的障害者等

として判定された障害の

程度が重度若しくは最重

度の人であって満18歳以

上の人 

6年 41,000円 

歩行時間

延長信号

機用小型

送信器 

身体障害者手帳の交付を

受け、その障害（視覚障害

に限る。）の程度が2級以上

の人 

10年 7,000円 

聴覚障害

者用屋内

信号装置 

身体障害者手帳の交付を

受け、その障害（聴覚障害

に限る。）の程度が2級以上

の人（当該者のみの世帯及

びこれに準ずる世帯であ

る場合に限る。） 

10年 87,400円音、音声等を視覚、触

覚等により知覚でき

るもの 

在宅

療養

等支

援用

透析液加

温器 

身体障害者手帳の交付を

受け、その障害（腎臓機能

障害に限る。）の程度が3級

以上の人であって、自己連

5年 51,500円透析液を加温し、一

定の温度に保つこと

ができるもの 
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具 続 携 行 式 腹 膜 灌
かん

流 法

(CAPD)による透析療法を

行う人 

ネブライ

ザー 

1 身体障害者手帳の交付

を受け、その障害（呼吸

器機能障害に限る。）の

程度が3級以上又は同程

度の障害を有すると市

長が認める人 

2 難病患者等で呼吸器機

能に障害のある人 

5年 36,000円 

電気式た

ん吸引器 

1 身体障害者手帳の交付

を受け、その障害（呼吸

器機能障害に限る。）の

程度が3級以上又は同程

度の障害を有すると市

長が認める人 

2 難病患者等で呼吸器機

能に障害のある人 

5年 56,400円 

ネブライ

ザー及び

電気式た

ん吸引器

の両用器 

身体障害者手帳の交付を

受け、その障害（呼吸器機

能障害に限る。）の程度が

3級以上又は同程度の障害

を有すると市長が認める

人 

5年 72,450円 

酸素ボン

ベ運搬車 

身体障害者手帳の交付を

受けている人であって、医

療保険における在宅酸素

療法を行う人 

10年 17,000円 

動脈血中

酸素飽和

1 身体障害者手帳の交付

を受け、その障害（呼吸

5年 157,500円 

5年 9,000円
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度測定器

（パルス

オキシメ

ーター） 

器機能障害に限る。）の

程度が3級以上又は同程

度の障害を有すると市

長が認める人であって、

在宅酸素療法又は人工

呼吸器の装着が必要な

人 

2 難病患者等で人工呼吸

器の装着が必要な人 

視覚障害

者用体温

計（音声

式） 

身体障害者手帳の交付を

受け、その障害（視覚障害

に限る。）の程度が2級以上

の人（当該人のみの世帯及

びこれに準ずる世帯に属

する人に限る。） 

視覚障害

者用体重

計 

身体障害者手帳の交付を

受け、その障害（視覚障害

に限る。）の程度が2級以上

の人（当該人のみの世帯及

びこれに準ずる世帯に属

する人に限る。） 

5年 18,000円 

視覚障害

者用血圧

計 

身体障害者手帳の交付を

受け、その障害（視覚障害

に限る。）の程度が2級以上

の人（当該人のみの世帯及

びこれに準ずる世帯に属

する人に限る。） 

5年 9,500円 

正弦波イ

ンバータ

ー発電機 

1 身体障害者手帳の交付

を受け、人工呼吸器の装

着が必要な人 

2 難病患者等で人工呼吸

5年 100,000円ガソリン、ガスボン

ベ等で作動する正弦

波インバーター発電

機で、定格出力が
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器の装着が必要な人（ポ

ータブル電源（蓄電池）

及びDC／ACインバータ

ー（カーインバーター）

の給付を受けていない

人に限る。） 

850VA以上のもの 

ポータブ

ル 電 源

（ 蓄 電

池） 

1 身体障害者手帳の交付

を受け、人工呼吸器の装

着が必要な人 

2 難病患者等で人工呼吸

器の装着が必要な人（正

弦波インバーター発電

機及びDC／ACインバー

ター（カーインバータ

ー）の給付を受けていな

い人に限る。） 

5年 100,000円蓄電機能を有する正

弦波交流出力の電源

装置で定格出力が

300W以上のもの又は

保有する人工呼吸器

専用の予備バッテリ

ー 

DC／ACイ

ンバータ

ー（カー

インバー

ター） 

1 身体障害者手帳の交付

を受け、人工呼吸器の装

着が必要な人 

2 難病患者等で人工呼吸

器の装着が必要な人（正

弦波インバーター発電

機及びポータブル電源

（蓄電池）の給付を受け

ていない人に限る。） 

5年 100,000円自動車等の直流電源

(DC)を正弦波交流電

源(AC)に変換する装

置で定格出力が300W

以上のもの 

情

報・

意思

疎通

支援

用具 

携帯用会

話補助装

置 

身体障害者手帳の交付を

受け、音声言語機能又は肢

体に障害を有しているた

め、発声又は発語に著しい

障害を有する人 

5年 98,800円携帯式であって、言

語を音声又は文章に

変換する機能を有す

るもの 

情報・通身体障害者手帳の交付を6年 100,000円パソコン等を操作す
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信支援用

具 

受け、その障害（視覚又は

上肢機能障害に限る。）の

程度が2級以上の人でのう

ちパソコン、タブレット及

びスマートフォン（以下

「パソコン等」という。）

の使用により社会参加が

見込まれる人で、支援用具

を使用しなければ当該パ

ソコン等の操作が困難な

人 

る際に、その障害が

あるために必要とな

る支援用具 

点字ディ

スプレイ 

身体障害者手帳の交付を

受け、その障害（視覚障害

に限る。）の程度が2級以上

の人 

6年 383,500円コンピュータの画面

情報を点字により示

すことのできるもの 

点字器 身体障害者手帳の交付を

受け、視覚に障害を有して

いる人 

標準型

7年

携帯用

5年

標準型A（32マス18

行、両面書、真鍮
ちゅう

板

製） 

10,720円

標準型B（32マス18

行、両面書プラスチ

ック製） 

6,800円

携帯用A（32マス4行、

片面書、アルミニウ

ム製） 

7,420円

携帯用B（32マス12

行、片面書、プラス

チック製） 

1,700円
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点字タイ

プライタ

ー 

身体障害者手帳の交付を

受け、その障害（視覚障害

に限る。）の程度が2級以上

の人であって、就学若しく

は就労している人又は就

労が見込まれる人 

5年 63,100円 

視覚障害

者用ポー

タブルレ

コーダー 

身体障害者手帳の交付を

受け、その障害（視覚障害

に限る。）の程度が2級以上

の人 

6年 録音再生機 

85,000円

再生専用機 

35,000円

音声等により操作ボ

タンを知覚又は認識

することができ、か

つ、DAISY方式により

録音又は記録された

図書の再生が可能な

もの 

視覚障害

者用活字

文書読み

上げ装置 

身体障害者手帳の交付を

受け、その障害（視覚障害

に限る。）の程度が2級以上

の人 

6年 99,800円文字情報と同一の紙

面上に記載された当

該文字情報を暗号化

した情報を読み取

り、音声信号に変換

する機能を有するも

の 

視覚障害

者用拡大

読書器 

身体障害者手帳の交付を

受け、視覚に障害を有して

いるが本装置を使用する

ことにより文字等を読む

ことが可能となる人 

8年 198,000円画像入力装置を印刷

物等の上に置くこと

で、簡単に拡大され

た画像（文字等）をモ

ニターに映し出せる

もの 

視覚障害

者用時計 

身体障害者手帳の交付を

受け、その障害（視覚障害

に限る。）の程度が2級以上

の人（音声式時計にあって

は、手指の触覚に障害があ

10年 触読式時計 

10,300円

音声式時計 

13,300円
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るため触読式時計の使用

が困難な人に限る。） 

聴覚障害

者用通信

装置 

身体障害者手帳の交付を

受け、聴覚又は発声若しく

は発語に著しい障害を有

するため、コミュニケーシ

ョン、緊急連絡等の手段と

して本装置が必要な人 

5年 71,000円一般の電話に接続す

ることができ、音声

の代わりに、文字等

により通信すること

ができるもの 

聴覚障害

者用情報

受信装置 

身体障害者手帳の交付を

受け、聴覚に障害を有して

いる人であって、本装置の

使用によりテレビジョン

放送の視聴が可能になる

人 

6年 88,900円字幕及び手話通訳付

きの聴覚障害児（者）

（以下「聴覚障害者

等」という。）用番組

並びにテレビ番組に

字幕及び手話通訳の

映像を合成したも 

のを画面に出力する

機能を有し、かつ、災

害時の聴覚障害者等

向け緊急信号を受信

することができる機

器 

人工喉頭 身体障害者手帳の交付を

受け、喉頭を摘出した人

（電動式は職業上又は学

校教育上必要な人に限り、

埋込型用人工鼻は常時埋

込型用人工鼻を使用する

人に限る。） 

笛式 

4年

電動式 

5年

埋 込 型

用 人 工

鼻 

なし

笛式 

5,150円

（気管カニューレ付

とした場合は、3,200

円を加えた額とす

る。） 

電動式 

72,210円

（電池又は充電器に

要する費用を含む。）

1 喉頭を全摘出し

たことにより、発

声又は発語機能を

喪失した人に対し

て用いられる代用

音声の用具で、そ

れぞれ次に掲げる

性能を有するもの 

ア 笛式 呼気に

よりゴム等の膜
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埋込型用人工鼻 

月額 

35,640円

（人工鼻の装着に必

要な用具に要する費

用を含む。） 

を振動させ、ビ

ニール等の管を

通じて音源を口

腔内に導き構音

化するもの 

イ 電動式 顎下

部等に当てた電

動 板 を 駆 動 さ

せ、経皮的に音

源を口腔内に導

き構音化するも

の 

ウ 埋込型用人工

鼻 気管食道シ

ャント発声法に

よる発声のため

に、首に開けた

気管孔に装着す

るもの 

2 埋込型用人工鼻

については、4月分

を上限として一括

給付することがで

きる。 

点字図書 身体障害者手帳の交付を

受け、視覚に障害を有する

人であって、情報の入手を

主に点字により作成され

た図書によっている人 

なし なし 1 厚生労働省社会・

援護局障害保健福

祉部長が別に定め

る点字図書給付対

象出版施設から購

入するものに限

る。 
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2 月刊、週刊等で発

行される雑誌を除

く。 

3 年間6タイトル又

は24冊を限度とす

る。ただし、辞書等

で一括して購入し

なければならない

ものを除く。 

人工内耳

用電池 

身体障害者手帳の交付を

受け、聴覚に障害を有して

いる人であって、人工内耳

を装用する人（人工内耳用

充電池及び人工内耳用充

電器の給付を受けていな

い人に限る。） 

なし 月額 

2,500円

4月分を上限として

一括給付することが

できる。 

人工内耳

用充電池 

身体障害者手帳の交付を

受け、聴覚に障害を有して

いる人であって、人工内耳

を装用する人（人工内耳用

電池の給付を受けていな

い人に限る。） 

1年 17,600円 

人工内耳

用充電器 

身体障害者手帳の交付を

受け、聴覚に障害を有して

いる人であって、人工内耳

を装用する人（人工内耳用

電池の給付を受けていな

い人に限る。） 

5年 16,500円 

排泄

管理

支援

ストマ用

装具 

身体障害者手帳の交付を

受け、膀胱
ぼうこう

又は直腸機能に

障害を有している人で、腸

なし 蓄便袋 

8,860円

蓄尿袋 

1 ラテックス又は

プラスチックフィ

ルムを主な材料と
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用具 管若しくは膀胱
ぼうこう

の切除に

よって肛
こう

門からの排便又

は膀胱からの排尿が困難

となったため、腹部に人工

肛
こう

門又は人工膀胱
ぼうこう

を設け

排泄を行っている人 

11,640円

（1箇所当たりの月

額とし、皮膚保護剤

及び袋を身体に密着

させる用具に要する

費用を含む。） 

する蓄便袋又は蓄

尿袋で、それぞれ

次に掲げる性能を

有するもの 

ア 蓄便袋 低刺

激性の粘着剤を

使用した密封型

又は下部開放型

の収納袋 

イ 蓄尿袋 低刺

激性の粘着剤を

使用した密封型

の収尿袋で尿処

理用のキャップ

が付いているも

の 

2 4月分を上限とし

て一括給付するこ

とができる。 

紙おむつ

等 

身体障害者手帳の交付を

受けている人で、治療によ

ってストマ周辺に軽快す

る見込みのない著しい皮

膚のただれが見られる人、

ストマの変形のためスト

マ用装具を装着できない

人、先天性疾患（先天性鎖

肛
こう

を除く。）に起因する神

経障害により高度の排尿

機能若しくは排便機能障

害のある人、先天性鎖肛
こう

に

なし 

（ 洗 腸

装 具 に

つ い て

は6月） 

月額 

12,000円

1 ストマ用装具に

代えて給付するも

ので、紙おむつ、サ

ラシ、ガーゼ、脱脂

綿及び洗腸装具 

2 4月分を上限とし

て一括給付するこ

とができる。 
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対する肛
こう

門形成術に起因

する高度の排便機能障害

があり用具を必要とする

人、脳性麻痺
ひ

等脳原生運動

機能障害により排尿又は

排便の意思表示が困難な

人又は脊髄損傷等により

排尿又は排便を自ら認識

することが困難な人 

収尿器 身体障害者手帳の交付を

受けている人であって、脊

髄損傷等による排尿障害

（特に失禁）があるために

用具が必要な人 

1年 ア 男子用 

普通型 

7,940円

簡易型 

5,880円

イ 女子用 

普通型 

8,760円

簡易型 

6,080円

排尿を自分の意思で

コントロールでき

ず、常時失禁状態に

ある人の収尿のため

の用具で、それぞれ

次に掲げる性能を有

するもの 

ア 男子用 採尿器

と蓄尿袋で構成

し、尿の逆流防止

装置を付けるもの

で、ラテックス製

又はゴム製のもの 

イ 女子用 耐久性

ゴム製採尿袋を有

するもの又はポリ

エチレン製の採尿

袋で導尿ゴム管付

のもの 

居宅

生活

動作

居宅生活

動作補助

用具 

1 身体障害者手帳の交付

を受け、その障害（下肢

又は体幹機能障害に限

なし 200,000円1 障害者等の移動

等を円滑にする用

具で設置に小規模
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補助

用具 

る。）の程度が3級以上の

人（ただし、特殊便器へ

の取替えをする場合に

あっては、上肢障害2級

以上の人）（上越市高齢

者及び障害者向け住宅

リフォーム補助金交付

要綱（平成8年10月11日

実施）に基づきリフォー

ムを実施する際に用具

を設置する人で、現に身

体障害者手帳の交付の

申請を行っている人を

含む。） 

2 難病患者等で下肢又は

体幹機能に障害のある

人 

な住宅改修を伴う

もの 

2 給付は、1回限り

とする。 

備考 

１ この表において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 身体障害者手帳 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４

項の規定により交付された身体障害者手帳をいう。 

(2) 児童相談所 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１２条第１項の規定に

より設置された児童相談所をいう。 

(3) 知的障害者更生相談所 知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第９条第

４項に規定する知的障害者更生相談所をいう。 

(4) 精神障害者保健福祉手帳 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５

年法律第１２３号）第４５条第２項の規定により交付された精神障害者保健福祉手

帳をいう。 

(5) 難病患者等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第

４条第１項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって

政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である人をいう。 

(6) 皮膚保護剤及び袋 次に掲げる皮膚保護剤及び袋をいう。 
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ア 皮膚保護ペースト／皮膚保護パテ ストマ周辺の皮膚のしわ又はくぼみによる

凹凸を補正し、皮膚の表面を平たんにするための保護剤 

イ 皮膚保護パウダー ストマ用装具の皮膚保護剤面板の皮膚への密着性を高める

とともに、皮膚を保護し、及び皮膚への排泄物の付着を防ぐための粉末状保護剤 

ウ 皮膚保護ウエハー ストマ周辺の皮膚のしわ又はくぼみによる凹凸を補正し、

ストマ用装具の皮膚保護剤面板の皮膚への密着性を高めるためのシール状の保護

剤 

エ 固定用ベルト ストマ用装具の袋部分を固定するためのベルト 

オ サージカルテープ ストマ用装具の皮膚保護剤面板と周囲の皮膚とを密着させ

るための粘着性のテープ 

カ コンベックスインサート ストマ用装具の皮膚保護剤面板を凸面にし、周囲の

皮膚と密着させるとともに、排泄物の漏れを防止するためのプラスチック製補助

具 

キ 剥離剤（リムーバー） ストマ用装具の交換の際、皮膚を傷めずに皮膚保護剤、

粘着テープ等を剥がすための液体 

ク 皮膚被膜剤（スキンバリア） 排泄物、粘着テープ等によるかぶれ等を防ぐた

めに皮膚の上に薄い被膜を作るための液体 

ケ レッグバッグ（下肢装着用畜尿袋） 長時間にわたり尿の排出処理ができない

ときに、尿を蓄えるための補助バッグ 

コ ナイトドレイナージバッグ（夜間畜尿袋） 夜間において長時間にわたり尿の

排出処理ができないときに、尿を蓄えるための容量の大きな補助バッグ 

２ 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合にあっては、当該障害

の箇所に応じ、当該障害をこの表中の上肢、下肢又は体幹機能障害とみなす。 

３ 難病患者等にあっては、医師の診断書、保健師の訪問調査等により難病の症状及び

状態を確認することができた場合に給付対象者とする。 

別表第２（第８条関係） 

区分 負担上限月額 

ストマ用装具紙おむつ その他の用具 

生活保護 0円 0円

低所得 0円 0円

一般 1,100円 18,600円

備考 この表の区分欄に掲げる区分に該当する人は、それぞれ、次に定めるところによる。 
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(1) 生活保護 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令

（平成１７年政令第１０号。以下「令」という。）第１７条第１項第４号に該当する人

又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）による支援給付受給世帯

に属する人 

(2) 低所得 令第１７条第１項第４号に該当する人 

(3) 一般 令第１７条第１項第１号に該当する人 
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第１号様式（第４条関係） 

第２号様式（第４条関係） 

第３号様式（第４条関係） 

第４号様式（第４条関係） 

第５号様式（第４条、第５条関係） 

第６号様式（第５条関係） 

第７号様式（第５条関係） 

第８号様式（第１２条関係） 

 


